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第15回（昭和63年度）資生堂児童福祉海外研修要絹

L　目　　　的

　児童を取巻く養育環境は，登校拒否，いじめ，非行などの多発にみられるように，いぜんとし

て深刻な状況にある。

　このような状況の下で，種々の問題を抱えている要養護児童を健やかで思いやりのある児童に

育てていくためtc，養護施設等における職員の専門的知識，処遇技術の向上が強く望まれている。

一
方，非行傾向を示す児童には，家庭のあり方に起因するところが極めて大きいことから，今後

については家族，家庭面に視点をおいた処遇tcついての知識と技術を併せもつことが重要である。

　そのため，第15回資生堂児童福祉海外研修については，非行傾向を示す児童の処遇をテーマ

に，広く家族指導についても研修し，施設職員の資質向上に寄与することを目的として実施する。

研修テーマ　　「非行傾向を示す児童の処遇問題」

　　　　　　　～ファミリー・プログラムを含めて～

2，主　催

3．後援

財団法人　資生堂社会福祉事業財団

厚生省，全社協・養護施設協議会，全国教護院協議会

4．研修内容
　　アメリカにおける

①非行児童の問題と対策

②児童養護の処遇技術，reSt家庭的処遇と家族指導の実際

③　非行児童の家庭復帰指導

④　養護施設と地域社会の交流の実際

5．研修先

6．実施時期

7．派遣人員

アメリカ（ニューヨーク，ロスアンゼルスほか）

昭和63年9月25日（日）～10月9日（日）　15日間

17名（養護・教護　団長以下15名，講師，事務局各1名）

8．推薦要件

　推薦する候補者は，施設の次代を担う職員にして日常，非行的傾向を示す児童の処遇に携わり，

本テーマによる研修について強いニーズと意欲を有する者とする。

9．選考方法

　全社協・養護施設協議会ならびに全国教護院協議会の推薦にもとづき，資生堂児童福祉海外研

修団選考委員会の審査により決定する。

10．研修の報告，発表の義務

①ffva団としての報告書を所定の期日までに主催者に提出する。

　②　それぞれの協議会の主催する研修会などにおいて研修結果を報告する。
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第15回資生堂児童福祉海外研修団研修先一覧

月　日 時間 研　　　修　　　　先 研　　修　　内　　容

ワ
シ
ン
ト
ン
D
C

9月26日

　　㈲

PM Department　of　Human　Development
Services（連邦政府・厚生省）

Department　of　Justice

　　　　（連邦政府・法務省）

Oアメリカの児童福祉行政の概要

oアメリカの児童・家庭の実情

oアメリカの非行青少年の現状と対策

9月28日

　　㈱

AM
PM
The　New　England　Home　for　Little

Wanderers

（居住・通院型施設及びグループホーム）

O活動方針，活動概要

O施設見学（グループホームを含む），

　昼食時食堂にて児童と交換交流

マ

サ

チ

ュ

ー
セ
ッ
ツ
州

9月29日

　　困

AM
PM
Concord●Assabet　AdolescentServices，

lnc．（思春期少女の居住型施設及びグル

ー プホーム）

　　　　　　　「o施設見学，活動方針，活動概要

O家族指導プログラムについて

O社会復帰総合プログラムについて

ニ

ュ

ー
ヨ
ー
ク
州

9月30日

　　㈲

AM
PM
Parsons／Sage　Fall　InsUtute

（児童福祉専門職員向け秋季シンポジウ

　ム）

O第9回シンポジウム（課題：Model　of

　Resiliency）に参加，4テーマにつき

　聴講

o施設Parsons　Cbild　and　Family　Center

　により，児童養護処遇についての質疑

　応答

10月3日
　　　帽）

AM Cardinal　McCloskey　Children　and
Family　Services

（居住・通院型養護保育施設及びグルー

　プホーム）

O活動方針，活動概要，代表児童達の歓

　迎遊戯

Oグループホーム，緊急一時保護施設見学

O親子問題プログラムについて

O里親指導プログラムについて

10月4日

　　　㈹

AM County　of　Los　Ange｜s
Department　ofChild爬n’sServices

　　　　（ロスアンゼルス郡・児童局）

Oロスアンゼルス郡の児童福祉行政の概要

Oカリフォルニア州の児童問題の現状と対策

O当児童局設置の背景と州政府との関係
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

10月5日

　　　㈱

AM
PM
Vista　Del　Mar　Child・Care　Service

　　　　（総合養護施設）

o活動方針，活動概要，施設見学

O措置児童会議見学

o入寮児処遇プログラムについて

O退所後のフォローアップについて

ワ
シ
ン
ト
ン
州

10月7日

　　　θ

AM
PM
Children’sHome　Society　of　Washing．

ton　　（居住型養護施設及び母子寮）

O活動方針，活動概要，施設見学

O母親相談員との質疑応答

OlO代母子の処遇対策について
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あ　い　さ　つ

社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　養護施設協議会

　　　　　　会長小野倉蔵

　日本の社会構造は，落ち着きなく変わってきたように思います。このような状況のなかで子ど

もたちは健康に成長したでありましょうか。害毒な社会環境に自分たちの世界は破壊され，最も

大切な家庭生活まで取り上げられ，余儀なく施設生活をする結果となっています。

　施設で生活する子どもたらは，同じ境遇の仲間たちとともに泣き，笑い楽しみながら，考えも

しなかった体験をして成長しています。この理由がなんであろうと，子ども達は容易に受け入れ

ることはでないでありましょう。

　資生堂社会福祉事業財団は，このような実態を理解され，これらの子ども達に適切な援助の対応

を図る意図をもって，養護施設等に格別なC配慮を頂き，職員の研究に多大なご尽力をいただき，

15回を重ねる児童福祉海外研修は，施設職員に大きな収穫を得させている実態を知るところであ

ります。

　この報告書は，団員がアメリカの児童養護の現状を見聞し，多くのことを学び得た内容の収録

であり，日本におけるこれからの児童養護に，大きな示唆を与えてくれることと思います。この

報告書が団員のみならず，児童養護にたずさわる方々に広く活用していただければ幸いに思いま

す。

　最後になりましたが，本研修会の主催者としてすべてにご尽力いただきました資生堂社会福祉

事業財団にあらためて心から感謝を申しあげます。また，講師の厚生省児童家庭局母子衛生課課

長補佐玉井弘之氏，ならびにご後援いただきました厚生省のご指導に深く感謝申しあげます。

　なお，本報告書は同財団の全面的なご援助で作成されましたことを申し添え，重ねて感謝の心

を捧げます。
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あ　い　さ　つ
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　今回も，財団法人資生堂社会福祉事業財団のご理解を得まして，資生堂児童福祉海外研修事業

に，私ども教護院の職員も参加させていただき，全国教護院協議会といたしまして心から感謝申

し上げます。

　今回の海外研修は，アメリカ合衆国の各地を訪問し，「非行傾向を示す児童の処遇問題」をテ

ー マとして，広く家族指導についても研修してくるというものでした。

　「児童問題は家族問題である。」といわれています。今後の児童福祉施設には，崩壊した家庭の

児童を保護育成するというだけに止まらず，家族問題を十分理解し，関係機関とも連携をとりな

がら，家族にアプローチしていくという積極的な姿勢が求められています。

　このような時期に，明日の施設を担う人材が上述の研修テーマの下に，児童福祉の現状を見聞

し，考察し得たことは，本人にとってこの上ない喜びであるだけではなく，日常の児童処遇の中

に，生かされ，新しさを加えるものと信じます。

　また，この報告書には，各団員が真剣に研修に参加して得た貴重な体験と所見とが収録されて

います。その中には，アメリカとの国情や文化などの相違もあって，我国にストレートには導入

できないものもあるかも知れませんが，今後の教護活動におけるハード面，あるいはソフト面の

発展に寄与する多くの報告が含まれていると思います。今，教護院が立っている足許を見つめ直

し，この報告書が示唆するものをどのように生かすかは，まさに私たちに与えられた課題です。

　ところで，海外研修の成否は，国内での事前の研修や，本人の調査・学習のいかんにかかって

おります。主催者である資生堂社会福祉事業財団の皆様方には，懇切な事前研修に始まり，帰国

した後までも，大変，お世話になりましたことに対し，あらためて深く感謝する次第です。

　本事業を後援され，講師を派遣なさいましt厚生省のご指導に，厚く御礼申し上げます。

　日高園長はじめ養護施設職員の皆様には，いろいろとお世話になり，ありがとうございました。
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　　団　長報　告

「アメリ力研修をふりかえる」

宮崎県　さくら学園長

　団長　日　高　幸　宏

　いま，わが国では，非行傾向を示す児童の増加と，その処遇が大きな問題となっている。

　児童福祉の先進国アメリカにおいては，どのような傾向にあるか，どのような処遇がなされて

いるかを研修テーマとし，さらに，日本の将来の児童施設のあるべき姿の指針となるような研修

にと位置づけをし，

　昭和63年度，第15回資生堂海外研修団は，全国の養護施設，教護施設から審査をパスした精

鋭13名，厚生省玉井課長補佐を講師に，資生堂守谷事務局長，副団長として戸巻先生，そして明

治航空の柴田添乗員の総勢18名が，アメリカ各地の行政2ケ所，6施設の研修の旅をして来たの

である。

　研修内容については，団員諸氏が，くわしく報告されるので，そちらにお願いするとして，

私なりに見聞した事を述べてみたい。

　先ず，児童施設を経営する本部（法人）組織が充実している事で，目をみはるばかりである。

本部が児童相談所の機能を持ち，ある面では行政の分野を分担してもっているようである。全

て専門職員によって，職務分担がなされ治療・教育がなされており，職員数も大変多く，日本

の児童施設とは比較にならない。

　経費については，政府，州等からの補助金だけでは不足し，本部に，広報，資金担当専門職員

を置き，企業からの大口寄附，ダイレクトメールによる寄附金集めなど，年間1：F万円前後の寄

附金を集めるという。国民性の違いをつくづく感じた次第である。ただ，日本人にも理解でき

る事が一つあった。

　広報，資金担当職員が，どの施設でも美しい女性だったので質問したところ，その方が寄附

金がよく集まるとの答えに，団員一同大納得であった。

　どの施設での研修をふりかえって見ても，その運営は専門的，合理的運営がなされ，参考にな

る事が多くあった。

　児童処遇にっいては，私達が内容を良く知らない為か，大雑把に感じ，わが国の施設職員の

児童に対するきめの細かさ，その思いやりなど，すばらしい処遇に思え誇らしく感じた。

　私は，15日間の研修の中，団員諸氏の優秀さにほんとうに驚いた。何かをつかみとろうとす

る意欲，日本の代表であるという自覚と行動，旺盛なる好奇心，冷静な比判力，そして，期間中

る通し休日は1日だけという日程の中で，疲労と緊張にめげず，常に明るく余裕をもって，
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チームワークを作っていった体力。一緒に行動できたことをほんとうに幸運だったと思える。

　又，二a一ヨーク州都アルバニーのパーソンズセンターのシンポジウム終了後，所長宅での

パーティーに招待され，お土産の花嫁姿の博多人形を贈ったところ，所長の御子息が近日中に

結婚されるとの事で，その喜びようは大変なものだった。帰りにパーティーのお礼をしようと，

「今日の日は，さようなら」の大合唱，心に残る1日であった。

　ワシントン特別区，マサチューセッツ，二＝一ヨーク，カリフォルニア，ワシントンの4州，

飛行距離2万8，000　k皿，バス旅行500km，朝5時～6時起床，ホテルに帰るのは7時前後，ミ

ー ティング等で睡眠5時間位の強行日程の連続であった。

　よって，失敗もあった。日本に電話したが，不通，しかし料金だけは＄30しっかりとられ，

がっくり。かく言う私も，ドアロックされ，部屋しめ出し事件。

　しかし15日の研修期間で，広大なアメリカの広範囲の児童福祉の現況を見聞できたのは，この

日程のおかげであると，今は感謝の気持で一杯である。

　団長たる私の，浅学なるがゆえに，団員の皆様に大変ご迷惑をかけた。せいぜい挨拶ぐら

いしか通用しない英語では，当り前とは言えようが，この研修が成功のうちに終了できたのは，

副団長の戸巻先生，玉井講師，守谷事務局長，それに柴田添乗員，現地での対話をスムースに進

めていただいた大谷通訳のかたがたの，適切な助言があったればこそと思う。

　最後に，従来の日本の児童福祉を背負っていく団員諸氏に，アメリカ研修のチャンスを与え

ていただいた，厚生省育成課，資生堂社会福祉事業財団，全養協，全教協の皆様に，心よりお礼

を申しあげると共に，この研修事業がますます発展していくようお祈りする次第である。
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講　師　報　告

厚生省児童家庭局母子衛生課課長補佐

　　　　　　講師　玉　井　弘　之

1．事　前　研　修

　昭和63年8月9日，東京は気温が30度を超える暑い1日で，午後の結団式には，全国各地

から推せんを受けた団員15名が施設でのキャンプ，海水浴など夏の行事のため，顔を真黒にし

て集った。

　結団式を終えたのち，明治学院大学松原康雄氏からアメリカの児童福祉制度とその実態が最

新の情報に基づき講義された。

　翌10日は，来日申の米国公的福祉協会　多々良紀夫氏からアメリカにおける児童問題の現況

　について，児童福祉行政の取組み，また，ご自分が米国に滞在中の豊富な経験等懇切な講義が

あった。午後，団員による研修内容を検討，訪問施設の研修のポイントを一応取りまとめ1日

の研修を終えた。

　最終日，朝から激しい雨の中，講義は，至誠学園長　高橋利一氏が日本における施設のファ

　ミリープログづムについて，団員が普段身近に感じている問題点を具体的に解説され，アメリ

　カにおける研修の基礎ともなるものであった。

2，海　外　研　修

　今回の研修は，アメリカにおける「非行傾向を示す児童の処遇問題」をテーマとし，連邦政

府（DHHS），ロスアンゼルス郡当局及び児童福祉施設等を視察し，また，関係者の意見を

聴した。

｛1）連邦政府（DHHS・厚生省）

　　研修初日，我々は，DHHSを訪ねスタンレイ・N・ベンデット氏（国際関係特別補佐

　官）を司会に，児童福祉専門官，養子縁組を担当する専門官，あるいは法務省から非行問題

　について，連邦政府レベルでの現況について説明を受けた。

　　1980年，レーガン政権が発足して以来の要保護児童対策についてみると，「家庭」に対す

　る再認識と家庭支援対策の強化等「家庭」を基本として問題家庭に対する施策や，個人，地

　域社会による支援を強調した施策が実施されている。

　　連邦政府における社会福祉関係施策の基本法（社会保障法・1935年制定，1974年修正第

　20号）は，この哲学に添った形で運用されており，各種給付，人的サービス等のプログラム
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　の執行にあたり，連邦政府は応分の財政を負担し，各州では多くのプログラムの中からいく

　つかを選択し実施している。

　　しかし，レーガン政権はこの8年間，経済不況等から連邦政府予算の支出抑制等財政再建

　策を打ち出し，州，郡（市）に対し，一層の権限の委譲や財政負担の拡大を求めた対策とな

　っている。

　　児童福祉対策の実施主体は，各州なり郡（市）単位であるが，これを民間の福祉機関，ボ

　ランティア活動に委託するといった方策もとられており，児童福祉施設を訪ねたとき，運営

　に必要な財源確保ICついては，公的資金，共同募金等からの配分のほか，地域に寄付を求め

　る資金調達活動が盛んに行われており，施設を紹介するビデオ，パンフレット，小冊子，メ

　タル等々を手にした財政担当者の懸命な努力がうかがわれた。

（2｝　ロスァンゼルス郡児童局

　　ロスアンゼルス郡では，1984年児童問題に対する市民の懸念が児童局を設けた。

　　これは，1980年連邦政府が打ち出した「児童を家庭から出さなければならない事態」を防

　止するとした意向にも添うもので，アメリカ広しといえども，こうした児童専門部局がある

　のは，他にコネチカット州だけである。

　　カリフォルニア州では，児童が放置されたりt身体的虐待等危険な状態にあればいつでも

　緊急措置が可能である。

　　この児童局には，3，700人の職員が所属し，そのうち1，200人はスーパーバイザーであり，

　45，000人の子どもとその家族を対象にしている。

　　児童局では，崩壊家庭を調査・判定し，当該児童及び家族を在宅のまま指導することに始

　まり，養子縁組，里親委託，あるいはグループホームへの入所措置等が行われている。

　　また，こうした児童福祉活動には，必ずといってよいほどボランティア活動が活発に行わ

　れ，ソーシャルワーカー等民間有資格専門家も参加している。

　　これら活動に要する資金は，公益会社を組織し確保されているが，資金を募る担当者の

　苦労も多いようである。

　　児童局の予算約480億円は，里親プログラムに約3分の1が支出されるほか，施設の運営

　費，事務費に支出されている。

　　なお，この財源は，連邦政府が82％を負担し，郡政府では残り18％を不動産税等税収入

　で負担している。

　以上，連邦政府，カリフォルニア州及び訪問した施設における総括的な報告とさせていただき，

詳細については，団員から頁を改めて記されておりますが，現在のアメリカにおける児童福祉問

題は「子どもは家庭において家族とともに暮すことが最良であり，引き離すことは原則として許
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されるものでない。」ことを基本方針として，家庭・家族対策，里親・養子制度等が展開され，ま

た，施設も小型化し，地域それぞれにおいて，グループホームのように小単位（小舎制）による

運営など，できるだけ家庭的な処遇を目指し，施設としてもスタッフの努力がうかがえた。

　しかし，児童の養育環境は，離婚，失業，貧困，遺棄，放任，麻薬，アルコール中毒，10代の

妊娠，エイズ，問題児の高齢化等々崩壊家庭における問題が，青少年の非行傾向の原因をもつく

り，児童の保護，家庭機能の回復はもとより，教育あるいは保健問題など多くの問題を抱えるこ

ととなり，強大な力を持つアメリカにとって，これら児童を取り巻く様々な問題は，今しばらく

は，アキレス腱的な存在であろう。

　今回のアメリカ研修は，ごく限られた範囲であったため，全ての事情についての充分な報告と

はならないが，研修の機会に恵まれた団員は，今後，それぞれの施設や地域において活躍される

とき，参考となる多くの糧を得ることができたと思われる。
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事務　局　報　告

財団法人資生堂社会福祉事業財団

　　　事務局長守谷光司

　燃えるような紅葉に彩られた北米ニューイングランドの秋は，世界でも有数の景観といわれる。

総勢17名の海外研修団の施設見学はこの美しい景色を背景とする養護施設から始まった。訪問し

た施設5ケ所，連邦政府と西海岸のロスアンゼルス郡政府のそれぞれ福祉行政部門，児童福祉シン

ポジウムへの参加と2週間をフルに使い切った。

　今回の第15回児童福祉海外研修は，前年度と同じテーマ「非行傾向を示す児童の処遇問題」が

示す通り，このシリーズ第2弾であり，その内容からも，団員構成は，養護施設と教護院からの

中堅職員の混成チームを組織した。

　しかし，「ファミリー・プログラムを含む」を副題として加え，児童福祉問題に取り組む上で

占くして新しい家族・家庭に視点を置いて一歩踏み込んだ研修を目指したのである。

　連邦政府と地万官庁から行政面の考え方と機能上の違いを学び，一方，広い米国の東と西の地

域文化の影響を念頭においての施設見学も新しい試みといえよう。こうして訪問した限りでは，

いずれの施設も家族問題についての相談指導を用意し，一方でグループホームなどにより家庭生

活の環境を提供出来る人材と設備を整えて，且つその上に特長あるプログラムを盛り込もうとす

る努力がうかがえた。それは，アメリカという自由競争社会における各施設にとって避けられない資

金調達への努力との二重映しie見えたのである。これからの非行傾向児対策を考える時，施設の

果たす役割は，彼等に生活の場を与えるだけでなく，児童個々人の背景にある家庭環境，家族構

成などの持つ問題への対処にあることが大きくクローズアップされている現状を痛感した。

　3名の女性団員が加わったことも異彩であったし，訪問先各施設の迎接担当レディの笑顔も印

象深い。全日程を通してすばらしい通訳を勤めていただいた大谷女史，いずれも研修国の雰囲気

を明るく盛り上げ，強行日程も心なごやかに消化することが出来た大きな要因として心から感謝

申し上げたい。

　この度の海外研修の実施に当っては，厚生省，全養協，全教協のご指導と共に，統率力抜群の

日高団長，団の中枢としてご活躍の戸巻副団長，福祉政策通の講師である厚生省玉井課長補佐，

更に研修プランニングと接渉を一手にお引き受けいただいた全米公的福祉協会の多々良博士のご

尽力に厚くお礼を申し上げる次第である。
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第一章　アメリカの施設処遇の実践を通しての日本での模索

メンバー　石田／村上／小原／若山

　アメリカの施設処遇の根幹にあるのは，児童の問題を直接処遇職員，ソーシャル・ワーカー，

学校の先生，ファミリー・セラピスト，精神科医，心理学者等の専門家のチームワークによって

指導し，教育し，治療し，家庭調整を行って，一日も早く児童の家庭復帰と一般の学校への復学

ができることを目標に掲げ実践されている。日本では，家庭復帰の為のプログラムを掲げてはい

るが，まだまだ，家庭指導，親指導までの実践ができていないのが現状である。これは，色々な

制度上の違いからくるものと考えられるが，特に措置権の違いが大きいのではないかと考えられ

る。即ち，日本の場合措置権は児童相談所にある訳だが，アメリカの場合は，家庭裁判所にあ

る。それでは，アメリカの場合は何故家庭裁判所なのかというと，各州によって独自の児童虐待

防止法を制定し，虐待の疑いがある場合には，医師，保険担当者，警察官，検察官，判事等司法

関係者，ソーシャル・ワーカー，教師，児童ケァー・ワーカー等多くの職業従事者SC報告義務が

課せられている。また，家庭裁判所は，施設に措置する前に，コミュニティ・ベースで問題の解

決が図れないかどうか，子どもとその家族に対して，カウンセリングを行う。その結果として施

設入所するという経過である。そして，もう一言アメリカについて語るとすると，収容期間は日

本と比較すると短期収容型である。ここにも，アメリカと日本の違いを見いだすことが出来る。

と言うのは，アメリカでは，希薄になり，崩壊している「家庭」の再構築に対するアプローチを

最後まで行い，その結果として施設が存在している訳である。その点，日本においては，施設入

所すると，高校を卒業して，その後のアフターケァーを行うのが最善だと考えている向きがある。

その点でも大きな違いを見いだすことができる。

　以上の観点を整理する意味で「家庭」についてのとらえかたについて，アメリカと日本につい

て比較してみることにする。また，次に「家庭」との関係を語っていくうえで，アメリカの場合，

退所してからのアフターケアーがしっかりしているのでそのことについて述べ，施設の存在観を

自己アピールする場としての地域活動について述べていくことにする。

1．家庭について

（1）施設入所までの経過

　　日本では，児童相談所を通して施設入所となるが，アメリカでは，家庭裁判所から措置さ

　れてくる。家庭裁判所は，施設に措置する前にまず，コミュニティ・べ一スで問題の解決が

　図れないかどうかその子とその家族に対して，カウンセリングを行う。そして，その結果に
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　よって収容施設に措置するという方法がとられている。入所期間としては，各施設によって

　多少の違いがあるが，日本と比べて短期間収容である。児童を取り巻く環境を評価し，将来

　計画を立てて措置期間を短くすることが主眼で，受理面接を行い，3ヵ月以内に家庭復帰か

　養子縁組かの計画を立て，6ヵ月毎にその計画の進歩状況をチェックする。

　　措置期間は18ヵ月とされている施設が多い。また，マサセッチュ州の法律は，入所期間は

　18ヵ月を超えないことが定まっており，延長しなくてはならない場合でも公的な措置費は打

　ち切られる。

（2）家庭にアプローチするプログラム

　　アメリカ社会で，十代の非行間題児童が年々増えていることで，まず，防止策をどのよう

　に考えているのか，各施設見学をした職員に質問を投げ掛けてみたところ，「Family　is

　important　for　children」と言う答えがかえってきた。家庭の大切さを重視し「親の参加がな

　ければ児童の問題解決は程遠い」と言う意を含め家庭ケアーや親の教育を含めてのプログラム

　を組んでの処遇が行われている。日本の養護施設を考えた場合，施設職員が家庭に出向いて

　の家族ケァーまたは指導にまで手が回らないのが現状であり，また，児童相談所においても，

　児童相談所の量的問題のため家族ケアー，指導が充分行われていないのが現状なので，この

　点については，アメリカに学ばなければならない点が多くあるようである。例えば，家族ケ

　ァーについては物理的に無理だと言うことで行われることは少ないし，児童の生育歴という

　ものも案外軽んじられているのが現状であろう。

　　それでは次に，アメリカの具体的なプログラムICついて述べていくことにする。家族ケァ

　ーのアプローチは，週一回程度の親と子の面会を通しお互いの教育の場を設け，週末は，家

　族のもとに帰し子どもとその家族が話し合いの場を持てるように取り計らう。崩壊した家庭

　の子ども自身と家族がお互いに自分を見詰め直す糸口を見いだす為の方法を学ぶことができ

　るようにその技術の援助を提供することである。つまり，家族が一層建設的でなお且っ，お

　互いに話し合える方向に機能し始めるように家族を援助していくことである。親の教育の場

　として，幼児期の親，少年期の親，青年期の親，とグループ分けをしてのクラスが設けられ

　ている。また，問題を持っている家庭に接し，経済的援助や，住宅援助をしながら家庭のす

　べての問題の解決に力を入れている。

　　また，アメリカにおける「家庭」とは，子どもを育てる上で最善のものである。と規定し，

　その為のプログラムが色々と取り入れられている。例えば，非行児とその家族への指導サー

　ビスとして，カウンセリング，収容治療，グループホーム，アフターケアーサーピス，学習

　カウンセリング，ディ処遇センター，結婚前カウンセリング，未婚の親に対するカウンセリ

　ング，妊娠に関する教育，里親，養子縁組後のカウンセリング，ファミリー・セラピー，子ど

　もと親に対するデイ・スクール，職業訓練センター等，細分化され多くの専門家によって行
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　われている。このように，専門家によって早期治療を行うことによって「家庭」の再構築に

　努力をしている。また，施設入所後も，家族へのアプローチに力を入れている。

　　アメリカの場合，これ程までに「家庭」に対して焦点を合わせるのは，家庭内においての

　虐待等の問題が多く，施設を治療機関として位置付けているからである。

　　日本の場合も高学齢児化が進み，家庭問題も多様化している。しかし，ここで押さえてお

　かなければいけないのは，日本の家族制度の変遷についての考慮なしには語れない部分があ

　るので，簡単には比較することはできないが，社会のひずみの部分が大きくなるにつれてア

　メリカ的な精神障害の親の増加は否めないのではないか。また，日本にあってアメリカにな

　い傾向として，家庭内暴力及び学校内暴力がある。これを語るとき，単に現象的な面ばかり

　でなく歴史的な流れや家族制度についても考慮しなくてはならない。というのは，アメリカ

　で日本の現状を説明すると驚きと奇異rs顔をされた。そこで，何故そのような反応の仕方な

　のかわからず，なおも突っ込んだ話をする中から家族に対する考え方の違いが大きいのでは

　ないかという結論に達した。つまり，アメリカでは，子どもに対して小さい時から個という

　ものを認め自由と責任について常に考える機会を与えている。それに対して日本は子どもに

　対していつまでも世話をやき，自分のそばにおいておこうとする。そのため，文字どおりの

　力関係が逆転したとき，親子の場合は「家庭内暴力」が，また，学校においては「校内暴力」

　等が起こるのではないかと考えるに至った。

｛3｝充実したケアー

　　アメリカの施設といっても色々な特徴を持って行われているので一例を挙げて済むとは思

　えないがシステム上大同小異な所もかなりあるので，二，三例を挙げで説明していくことに

　する。

　　ロスアンゼルスのVista　Del　Mar　Child－Care　Serviceという施設は，ユダヤ人の孤児院と

　して1908年に創設され，1927年に現在の名称としての施設運営をしている。美しい南国の

　花が咲いていて，とても心を安らげる環境の中で問題児童の治療，指導，教育を行うに最適

　な場所である。家庭危機のため，家で生活の出来ない6才から18才までの児童の収容治療施

　設である。万引き，登校拒否，虐待，親の教育不能，家出，麻薬，性的問題が主な入所理由

　である。それらの問題原因の大部分が家族にあると言われ，子どもと親とのコミュニケーシ

　ョンがうまくいかず地域の中で問題を起こし，又，学校内での問題を起こし特別な治療を必

　要とされ，収容施設内で専門家によって，生活指導，教育，治療を受けている。

　　三つのコテージがあり，それがそれぞれに，三つの棟に別れている。それぞれのコテージ

　に33人の子どもが生活している。職員配置は6人の子どもに対して1人の直接処遇職員，11

　人の子どもに対して1人のソーシャル・ワーカー，33人の子どもに対して1人のスーパー・

　バイサーがいる。この施設の子ども達は，施設内の学校へ行く子と地域の公立の学校へ行く
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子がいる。

　広い敷地内には，診療所，歯科，美術館，体育館，図書館，プールそして，職業訓練校の

建物がある。私達が見学した日に，らようどケース会議が行われていて，一人の子どもにか

かわっているスーパー・バイザー，直接処遇職員，ソーシャル・ワーカー，ファミリー・カ

ウンセラー，学校の先生，グループ・コーディネイター，入所前にかかわったエージェンシ

ー ，精神科医等の参加でもって話し合いが行われていた。

　一人の子どもにかかわっている各分野の専門家によって，専門的治療，指導，教育を受け

ていることに驚くと同時に，日本も専門的治療，指導，教育が叫ばれてはいるが，この細

分化された機能を多いに学ぶべきではないか。

　カウンセリンゲは，一人の子どもに対して，先生，実習生（大学院生）と親とが部屋の中での

遊び，行動療法Play　Therapyを通して観察し，その子どもの処遇プログラムを組んで指導

計画を立て指導に当たり一日も早く家庭から地域の学校へ通学出来ることを目標にして取り

組んでいる。Play　Therapyとしての部屋は中からは外が見えなくて外から中の動きや会話

が分かるような仕掛けになっている。

　治療のプログラムは，一人一入の複雑な処遇計画を組み合わせての指導が行われている。

例えば，職業訓練のプログラム，専門職業のカウンセリング，スポーッ療法，美術療法，手

話
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　芸療法，音楽療法，写真療法，ダンス療法そして，宗教教育を取り入れての治療プログラム

　を各自の必etic応じて組み合わせての処遇である。

　　子ども達は，施設内の学校又は，地域の学校から帰ってから，各自の日課が決められてい

　て，ソーシャル・ワーカーとの面接，グループ・セラピー，ファミリー・セラピー，医師及び

　歯科医による治療と施設内のそれぞれの場所へ行き治療や指導を受ける。以上のように，デ

　イ・トリートメント・プログラムDay　Treatment　Programは，特別な学校教育を必要とす

　る6才から12才の子どもの為のプログラムである。この子ども達は，家で生活しながら，こ

　のプログラムに参加し指導を受けていて，親は，ファミリーグループ治療を受け，いかに子

　ども達を理解するかを勉強し研究していくのである。

｛4｝診断プログラム

　　ニューヨークにあるCardinal　McCloskeyは，緊急一時保護所として，親からの虐待，放

　置を受けたために緊急な対応を要する児童の為の施設である。入所期間の最高を3ヵ月と定

　めている。原則として12才から18才の子どもを対象にしている。精神的にも身体的にもか

　なりのダメージを受けていて，大人に対する恐怖心を抱いていたり信頼出来る肉親を失って

　虚無感にさいなまれていたりというかなりの不安定状態の子ども達に対して，安心して生活

　できる環境作りを行い，安全な場所で生活できることを保障してやると同時に専門的立場か

　ら，あらゆる治療を施し，正常な状態にまで戻してやることを行っている施設である。そこ

　で，次に具体的なプログラムを紹介することにする。

　　入所してから60日位かけて，あらゆる方向からの診断を行う。そして，診断の結果を十分

　に検討しながら，残りの30日間で，将来の行き先を決定していく。そこでの底流には，家庭

　復帰させることがあるので，親に養育能力がないと判断されれば，里親への措置を考え，治

　療継続が必要と判断されれば，グループホーム等への措置変更が考えられる。診断，退所後

　の措置先については，診断を行ってきた専門家のチームによって検討されることになるが，

　最終的には郡の決定に基づく。実際に行われている診断項目は次の通りである。

　　①総合医療の立場からの診断

　　②精神医療の立場からの診断

　　③臨床医療の立場からの診断

　　④心理の立場からの診断

　　⑤教育心理の立場からの診断

　　⑥行動観察

　　⑦社会心理の学術的立場からの家庭調整

⑤　家庭調整に関するプログラム

　　ソーシャル・ワーカー達の家庭訪問を通じて，家庭調整に当たる実の子どもを家庭から
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離さなければならなかった原因等を詳細に調査し，又，社会心理学を導入してカウンセリン

グを行う。親達が再び子ども達を受け入れられるような環境作りができるよう指導をする。

又，必要に応じて子どもへの面会を奨励し，親子間の絆を絶やさないようにする。イン・テ

ー クの段階でソーシャル・ワーカーがかかわって児童の治療，指導方針が立てられると同時

に親への治療指導方針が作成される。これらの計画通りに進歩があって家庭復帰できる可能

性があるかどうかを統一記録ケースを利用しこれを是認する。このような系統だった指導を

日本でも行っていかなければならないが，職員の力量も含めまだまだ先のことであろう。今

後日本でも系統だった指導を行っていくために問題整理をしなくてはならない。

　ボストン近郊にあるConcord－Assabet　AdolescentServicesは，約400名の子どもに対し

てソーシャル・ワーカー，臨床医，カウンセラー，教師等を含む45名のスタッフがサービス

を堤供している。学校で問題を持ち，地域社会での不適応，麻薬，アルコール中毒，家出，

自殺未遂，家族病理をかかえている13才から19才までの児童が収容されている施設であ

る。

10代の女子への治療プログラムと，定員20名の全寮制の学校を持っている。入所期間は18カ

月で21才までいることができる。この施設は，家族と共に指導を受けることが要求されてい

る。この学校は，思春期少女のための居住型処遇センターで，家族処遇に特に力を入れてい

る。週一回の家族治療のための会合に出席することを義務付けているし，時には，ソーシャ

ル・ワーカーが家庭を訪問して家族指導を行ったりして，一度に家庭へ返すと言う方法では

なく家族との生活体験をさせ様子を見ながら最終的には家庭復帰をさせるのが目的である。

　シアトルにあるChildren’s　Home　Society　of　Washingtonは6才から14才までの情緒障

害児の施設で特にファミリー・セラピーに力を入れ，親を援助し指導，教育するサービスを

提供している。

　入所後二週間の間に，子どもと直接処遇職員との時間を多く持って，人間関係を作り上げ

ることに努め，その間に親との面接やその子の家族構成，生育歴，家族環境を調べ，治療案，

指導方針を作成する。多くの子ども達は大人に対する不信感を持っているので大人とのかか

わりを多く持たすことで，大人の存在感を変えてやり，大人の良さを教え込みながら，その

子の狂暴性を治すことに努める。入所前に，子どもと親に会い家族構成等の資料を基にして，

直接処遇職員，先生，精神科医，心理学者，家族セラピスト，ソーシャル・ワーカーが処遇

会議を持って指導方針を立てて指導に取り組んでいる。

　マサチューセッツ州にある，The　New　England　Home　for　Little　Wanderersは6才から

12才の情緒障害児童24名の収容施設である。一般の学校で問題があり，あるいは情緒障害を

起こした児童を入所又は通所させ，一日も早く問題を治療して家庭へ戻し一般の学校へ復学さ

せることを目指している。家族の関係を特に重視して，家族ケァーや親の教育も併せて行う。
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　親の参加がなければ児童の問題解決は程遠いという哲学を持って指導に当たっている。その

　ため，週末及び休日は家庭（生家・里親を問わず）に帰省させる。指導方針は，所長を中心

　に，学校長，直接処遇職員，教師，有資格看護婦，ケース・マネージャー，スーパー・バィ

　ザーによるチームによって検討され個別プログラム等の処遇計画が決定される。又，精神科

　医も加わり，処遇計画は年2回位再検討される。その間，チームによるミーティングは週

　に一回の割りで続けられる。以上，施設見学をさせていただいた中から特徴あるプログラム

　について述べてきたので「家庭」を意識したプログラムについてまとめていくことにする。

16）家庭についてのまとめ

　　基本的理念は，児童の成長には物理的な保護だけでは不十分で心理的発達が重要である。

　社会生活において適切に機能する能力を持つためには成長過程において帰属感をもって永久

　に家族の一員である家庭が必要であるという意味である。子どもの発達にとって里親とか施

　設ケァーのような代替的親よりは永続的な親を保障すべきで，親のアプローチを重視し家庭

　から切り離すことを慎重に考え，切り離さなければならない場合にはなるべく早く家庭に返

　すことが大切だと考えている。実親であれ養親であれ，児童にとって永続した親子関係を持

　たせることが重要であり実親と生活出来ない場合は養子縁組をさせる方向で行われている。

　　また，行動や情緒面で障害を持っているために社会に適応できない子にとって何かと治療

　のシステムが構造化され最終的には家庭に返すことを目標としている。

　　社会環境あるいは家族の崩壊等から反社会的，非社会的行動を持つ児童が増加し，その問

　題は複雑化，多様化している中，日本の養護施設にも必然的に問題行動を持つ児童の入所が

　増加していることからして養護施設の専門的処遇の必要性を感じた。また，専門職員の量的，

　質的拡大についてもアメリカのシステムを学ぶ中から痛感せざるをえない。日本において精

　神科医や心理学者をスタッフに加えることは今の財政事情の申では難しいと思うがその方面

　の方々lce協力ねがうことは，施設長及び職員の姿勢でもってできることなので子どもにと

　って必要だと思われるときは協力してもらえる体制だけはとっていかなければならない。

2．地域について

　　「家庭」と共にアメリカで大切にされている「地域」について報告していくことにする。日

本の養護施設において「地域」というものを一般的にどうとらえているかということを考えて

みるに，「地域の申に開かれた施設」ということを歌い文句にしていても，まだまだ閉鎖的な

部分をすべて取り除くことは難しい。これは，施設としての変遷について考えたとき残念なが

　ら孤児院からの流れを組んで今に至っていることからも簡単に納得してしまうことである。勿

論，施設職員として日夜努力している部分ではあるが。その点，アメリカでの地域に対する取

　り組み方は，施設を地域の人々に利用していただくというニュアンスが非常に強いのである。
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　さて，今回アメリカ研修に参加させて頂き，アメリカの福祉事情を見聞きさせてもらう中か

ら日本の福祉事情とアメリカの福祉事情との違いについて痛切に感じた点がある。その最たる

ものの一つが「地域」のとらえ方ではないか。

　日本の場合一般的に養護施設で地域というものを捕らえたとき，地域に同化もしくは，順応

することを常に考えている。もっと端的ないい方をするならば，地域の動向に歩調を合わせ

（常に一歩も二歩も遅れる形ではあるが）地域のレベルに追い付き追い越すことを念頭に置き

ながらの養護プログラムである。何故にそうなるかというと，与えられた福祉の中で育ってき

たためではないだろうか。それに引き換えアメリカの考え方は，地域の人々が施設を利用した

ければどんどん利用すれば良い，そのためのプログラムも用意しましょうという考え方である。

それでは次に，具体的なアメリカでのプログラムについて述べていくことにする。

｛1）地域プログラム

　①学校相談プログラム

　　　The　New　England　Homeでは，学校相談プログラムとして，施設の地域福祉部門が対

　　応している。そのサービスの種類として

　　　　・児童，家族との直接相談

　　　　・教師，学校相談

　　　　’ケースの処理法

　　　　・処遇に当たる教員の訓練

　　　　・治療法

　　　　・外国人に対する特殊教育援助

　　　以上のように施設のソーシャル・ワーカーが広く地域の相談事にのる。そこでのカウン

　　セリングは延べ年間1，000名以上を扱い密接な関係を保っているとのことであり，地域に

　　おける福祉のネットワークの位置がしっかりしていることがうかがえる。

　②イン・ケアーとしてのプログラム

　　　ィン・ケアーとして，施設に入所している子についても，地域1こ出て，アルバイトやボ

　　ランティアとしての活動をさせ，地域での自立ができるようなプログラムを立てていると

　　いうことである。そのために担当専門職員を配置している。ここで我々が学ばなければい

　　けないことは，地域との同化ということから一歩進んで地域に積極的にアプローチするこ

　　とへの素晴らしさである。しかし，日本の場合，地域の中でも血縁関係，地縁関係が大き

　　なウェイトを占める土壌のなかでは，難しい面もあるが施設職員の努力によって切り開い

　　ていかなければならない部分でもある。

　③施設の地域への解放プログラム

　　　施設の地域への解放ということで実践されているプログラムとして，Vista　Del　Mar
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　　Child－Care　Serviceのデイ・ケアーも今後の日本においても考えていかなければいけない

　　ものの一つであろう。これは，家庭で生活していて，施設，家庭，地域が一体になって問

　　題解決の為の援助に当ろうとするもので地域への浸透という面でも，また，非行等を事前

　　に防ぐという意味からも素晴らしい取り組みといえよう。

（2）地域についてのまとめ

　　「地域」というもののとらえかたがアメリカと日本では違うので一概に評価することはで

　きないがアメリカの建物の構造や立地条件を見させて頂く中から，グループホーム等のよう

　に施設の小規模化が進んでいくのも，「地域」を意識しているが為のようである。何故なら，

　施設見学をしている時に案内して下さる方がそれぞれに「一般の家と変わらない配慮がして

　ある。」と，自慢そうに話しされるのを聞き，アメリカの施設運営の根幹はここにあるのだと

　理解したからだ。そして，もう一つ付け加えるなら，アメリカでは，プログラムを提供する

　というより，プログラムを売るといった方が，より的確な表現のようである。その意味から

　も，地域の中においてt施設としての存在観を見いだすということで，より家庭的な存在で

　あることが要求されるわけである。

3．アフターケアーについて

　施設運営にとって大切なものとして，「家庭」「地域」ととらえてきて，イン・ケアーにつ

いては語れたので「アフターケアー」について，考えていくことにする。

　　日本における養護施設などの児童入所施設のそれぞれの取り組みは，最終目標は児童が一社

会人となるための健全育成が求められているととらえたい。施設に入所している子の評価され

るものが我々の処遇ととらえれば，その事は我々の責任範囲内で扱えるがその後（退所後）の

評価は，子ども自身の評価と合わせ養育者としての養護施設にも向けられるであろう。

　　だが，今の日本において，施設退所児童の処遇とは一体何なのであろうか。おそらくごく限

　られた施設を除き，日本では退所後の児童の問題は形だけによるアフターケァーが限界という

のが現状であろう。今，日本の養護施設の流れの申で叫ばれている項目が多々あるが近年とく

にクローズアップされていることに，自立援助ホームに代表されるアフターケアーの問題が上

がっているが，現に各方面の予算計上等に見られ，養護施設の流れの中に次第に現実味を帯び

てきているのは，周知の事と思われるので詳細については省くが，このレポートでは，アメリ

　カで行われているアフターケアーのとらえ方，また，日本でのとらえ方の比較から今後の日本

に押し寄せて来るであろうアメリカの児童福祉の流れをいかに受け止め，今のアメリカでの対

応がどう今後の日本の養護施設，ひいては，日本の児童福祉に生かすことができるかを探って

みる糸口としたいものである。
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｛1｝　日本の現状から

　　アフターケァーのニードの発生を次のようにとらえているのが一般的であろう。それは第

　一に処遇目標とその結果としての退所。第二に家庭復帰（一般的な家庭改善の結果）。第三

　に社会復帰（卒業と同時に就職）。第四が施設変更。第五に里子としての退所（養子縁組な

　どを含む）に分けられ，そこからアフターケァー・サービスが始まるととらえる。

　　だが，問題はその対応が果たして現状で満足のいくものであろうか。不十分な事実は否定

　できない。極論的にいえば，物・金・人と短絡的な解答をだすことはたやすいが，具体的に

　何から必要なのか，アフターケアーiζついて，アメリカで行われていることを上記の視点か

　ら考察してみたい。

　　さて，今の日本でいうアフターケァー・サービスとは何であろうか。大きく日本の養護施

　設の退所児童（卒業・就職が中心）に対する対策として，①児童福祉施設退所児童指導事業

　と呼ばれる，施設職員がその子へ家庭・職場訪問による相談指導を行うといういわばアフタ

　ーケァー・サービスの主要対策。②62年度から設けられた施設機能強化推進事業の中の一つ

　で施設入所児童等社会復帰促進事業による高年齢児への自立促進の援助。③養護児童特別指

　導員の配置に要する措置費計上。④各地方自治体により様々だが，自立援助ホームへの独自

　補助制度としての対応。以上の四点に包括されるであろう。

　　それらの対策の所感は別としてこれから，アメリカのアフターケアー・サービスについて

　述べていくことにする。

②　アメリカのアフターケアーに対するプログラムから

　①家庭復帰した児童へのアフターケァー

　　　アメリカの場合アフターケァーは入所中からの指導援助の延長線上にあると言っても過

　　言ではない。つまり，イン・ケアーを行っていたソーシャル・ワーカーが家庭引き取りにな

　　った退所児童に引き続きファミリーケース・ワーカーとして家族すべての指導援助を行う

　　のである。その内実はアフターケアー・サービス担当職員によれば，入寮中はうまく生活

　　している子が，そこを退寮したあと，地域から無視されている場合が多いので子と家庭に

　　継続的なアフターケアーを行うのが常である。サービスの内容は施設によって多少の違い

　　はあるが，Vista　Det　Mar　Child－Care　Serviceでは退所直後の家庭の危険が去るまでのお

　　よそ10週間は週に3～4回セラピストが家庭訪問指導を行い子どもが家から離されないよ

　　うな再発予防措置を講じているという。また，退所した児童が通っている学校への訪問も

　　行い，学校の先生に対して退所した児童の特性などを説明して理解してもらうと共に児童

　　に対して心理的セラピーを施したりしている。

　②自立援助ホーム

　　　16才から20才の児童を対象にして家の改善がなされていない状態の子どもに自立訓練
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を行うもので，これは，日本のようにアフターケアーとは位置付けず，イン・ケアーとしてと

らえている。その中身は，人間としてどのように生きるべきかと言うことを教えたり，生

きていく為の技術を身につけさせることを行っている。また，ホームからアルバイトやボ

ランティア等に参加させることによって，地域を意識させることを試みたり，仕事・社会

と言うものを教えることを行っている。

③　職業訓1練センター

　　Vista　Del　Mar　ChiLd－Care　Sarvice

　での自動車整備関係の技能を身にっ

　ける為のプログラムで，実際に自動

　車の修理工場があり，整備士の資

　格を持った人が指導に当っており，

　その指導員の話によると「町の修

　理工場へ出掛けて行って研修する

　こともある」と言う。日本におい

　ても，アフターケアーでの一貫と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車整備による職業訓練部門の指導員

　　して職業訓練の場を設定することはあるが，施設内に訓練センターをもっているのを羨

　　望の思いで見学させてもらった。

　④　里親の援助

　　　里親家庭に対してのアフターケアーとして，里親家庭同志の定期的なミーティングを行

　　い，相互の問題を話し合ったりソーシャル・ワーカーと連絡を密に取り，個別セラピー，

　　特殊指導，グループ・セラピーが受けられるサービスを行っている。また，状況によって

　　は，里親ケァーを一時中止し，危険な時はいつでも施設を利用できる体制を取っている。

　　また，Chiidren’s　Home　Society　of　Washingtonでは，休暇プログラムと称されるもので，

　　一時里子を施設で預かり子どもと里子のトレーニングや休暇をとらせることで新たな取り組

　　みを行わせる活力を与えると言うものである。このプログラムの話を聞き，日本の里親に対す

　　る取り組みの遅れを感じ取ると共に日本での取り組みの必要性を感じずにはいられない。

C3）アフターケアーについてのまとめ

　　アフクーケアー・サービスを「1本で我々がとらえている範囲が退所・就職した子どもへのサー

　ビスが主要点な事は報告で述べた通りであり，それを我々はアフターケアーととらえていた

　のだが，アメリカにおけるそれは広範にわたり，かつ必ず意識されている基本に家族が存在

　しているのである。また，いわゆる自立援助ホーム的施設処遇をイン・ケアーととらえてい

　る点は今後のH本の福祉でも考慮していかなければならない。ただ，アメリカの場合，子ど

　も達自身にも第一義的問題が多いため，治療・教育・リハビリテーションということに主眼
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がおかれているのと，日本の養護施設を同じレベルで考えることができない面も多々あるこ

とはいうまでもない。

　施設本来の処遇目標が，子どもと家庭の改善・リフォームであり，その結果として退所し，そ

の後のケアーも行うというアフター・プログラムである。当然，そのためのスタッフがおり，中

にはボランティアを導入している所もある。また，どこの施設においても説明の中にアメリカ社

会の家庭の弱体化による環境悪化に危倶感を抱いている。家庭機能の低下はアメリカだけなので

あろうか。いや，今の日本の核家族化といわれる現状の中にも起きている問題点である。

　自立援助ボー一一ム的施設なり，職業訓練センターなりの設備を備えた施設は先見的とみなすべき

だとも思えるが逆の見方をすれば，そこまでの生活技術訓練・社会生活訓練を必要とする者が入

所していることがうかがえる。

　各施設に多くのボランティアが参加し，職員と同じレベル

の仕事をしているのは驚くばかりである。　　　　　　　、←

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9膓
　吟アメリカのファミリーケース・ワーカーのスタッフの充実

には驚くものがある。確かに，日本では児童福祉司や地域の

児童委員などにも見られるが，我々の望むような状況とは

いえない。ファミリーケース・ワークの基本は子どもの状

況に合わせた家庭改善なのであり，施設処遇の一部門なのだ

と：蕊竺㌶㌫。。す。、．とと，退所児’

童へ常に対応できるスタッフも必要である。

　養子・里子その他の制度比較から新たな研究がなされるべ

きであるが，日本の養護施設自体が乳・幼児関係を除き積極

的にそれらを勘ると・うが少ない・　　　　え陥蒜罐㌶懸寮綴y
　やがて日本の福祉も要養護児童は里親へ，そして施設は治寮母（右）とボランティアの婦人

療・教育的専門性が求められ，里子・里親などのアフターケアー・サービスが施設職員の指導・

援助という専門的処遇下におかれても違和感はないのではないか。

　以上，家庭・地域・アフターケアーに？いてアメリカの施設処遇の実践を通しての日本での模

索ということで述べてきたが，アメリカと日本では，歴史性・国民性等々が違うので一概にはど

ちらが良いかという結論を出すことはできないが，アメリカの専門的な治療・教育システムには，

多く学ぷ点があったので，日々の実践で取り入れなければいけない部分についての整理をして取

り入れていきたい。
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感 想Mxxxeses

大阪府立修徳学院　石　田　健　一

　2週間という短い期間であったが，東から西にまで足を伸ばし，アメリカの主要都市を訪れる

ことができました。

　世界の大国，自由諸国の指導的立場のアメリカは私に大きな実りを与えました。こうして日本

に居て，自分の日々の生活に戻った今，研修の思い出が走馬灯のように頭をめぐります。

　テレビでニューヨークの高層ビルが映ると，「あっ，あそこに私は居たのだ。」という新たな感

動が胸を締め付けます。

　さて，今回の研修を終えてのアメリカの施設の印象ですが，例えば一番最初に訪問したボスト

ンにあるニューイングランドホームは赤レンガ作りの緑の芝生に囲まれ，あっらこっちでリスが戯れ，

庭にはリンゴがすずなりになって，落ち着いた雰囲気の施設でした。この施設では，デイ・ケア

ー ，親指導，里親対策，養子縁組の世話等というように，一つの施設がいくつもの機能を果たし

ていて，いわゆる多角経営なのです。この施設に限らず私達が訪れたアメリカの施設は，色々なプ

ログラムを持ち，そのプログラムを実践するために，色々なスタッフを用意し予算を配分してい

る。従って日本とは違い，予算・スタッフはべらぼうに豊富ということになる。反面，効果の上

がらないプログラムには金を出す人も実践する人もいない。つまり，常に中身が問われる実証世

界であり，根本的に日本のお役所仕事とは異なるのです。

　また，ボストンの第二の訪問先であるコンコルドアサベットでのことであるが，そこの施設長

さんに郊外にある同じ法人の施設を案内していただいたが，パスに乗って閑静な住宅地へと向か

う。この間約1時間。つまり，施設というと日本の場合，一定の敷地内に事務所があり児童棟が

あり，そこでみんなが生活しているという先入観を持ってしまうが，アメリカではプログラムに

合わせて，いくつもの施設をあっちこっちにもっているわけである。本部は，それら散在してい

る傘下の施設のコントロールタワーというわけである。到着すると，一般住宅が建ち並ぶ一角に

それはあった。一般住宅と同じ感じで建っている。ここでは，一組の夫婦が子どもを家族と同じ

ようにしてあずかっているのである。ご主人は外で働き，奥さんが子どもの面倒を見る。子ども

はごく普通の一般家庭に預けられているという状況である。これは，日本でいう夫婦小舎制の理

想形態である。赤ん坊のいる部屋は誠にもってアットホームである。私の求めているシステムが

ここにあった。

　日本の集団指導型施設に対して，この小舎制はこれから日本の追及していかなくてはいけない

ものと確信した。
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　このように，色々なプログラムを用意して「家庭」を追及しているアメリカの良い部分で可能

なプログラムにっいては，少しでも取り入れていきたい。

八幡学園村上基子

　アメリカは非常に広大な，また200年という比較的歴史の新しい国であるということは知って

いるが，ワシントン，ボストン，ニューヨーク，ロスアンゼルス，シァトルとかけ足でまわっ

て，各州の違いがあることに驚いたこと，大都市ニューヨーク，ロスアンゼルスの多くの人

種集合地でいろいろな言葉・アクセントの違う英語が耳に入りとまどった。行動面では連邦

政府がガイドラインを設定して，実際の政策執行は州，実施は郡単位で行なわれていて，地域的

格差・多様性を生じ，法は多彩な様相を呈していることを知って新たに国の大きさ複雑さを知

り，この研修を通して，以前は「アメリカはこうだ」とすべてにおいて思ってきましたが，この

考えは誤りで「この州はこうだ」と言う表現が正しいということを知った。アメリカの地方自治

体の主体性は日本では考えられぬ程，強大であることに驚いた。

　連邦政府での説明会，施設見学を含めての施設説明で，アメリカの社会と児童福祉制度，非行

児童処遇の現状と課題等について知ることができたが，できれば，アメリカ人の家庭での生

活を経験できれば，家族についてのアメリカ人と日本人との違いがわかっただろうし，アメリカ

の社会での福祉問題の現状の裏まで知ることができ理解方法も違った形で出来たのではないかと

思う。

　私は，アメリカへ移民して行くベトナム人，カンボジア人達に対するアメリカ政府の福祉サー

ビスに興味をもっていたので，ロスアンぜルスの郡児童局で知りあった女性社会福祉家に短時間

ではあったが話をしていただいた。

　アメリカに入ってくるベトナム人，カンボジア人の移民者は文化的，社会的に異なった背景を

もち，言葉の問題があるゆえ仕事を得ることさえ難しいし，ほとんどの人達が，低所得層に属す

るので，1964年ジョンソン大統領はそうした貧困層の移民を対象に，経済機会法を制定し，ボ

ランティア活動等を含む地域活動プログラムを規定し，経済的，文化的，教育的援助をしていて

ベトナム，カンボジアからの移民者に，住む場所を提供し，最低限度の生活費を与え，生活の保

障がされているとのことである。移民者の入国後なるべく早い時点での定住，就職及び自立を援

助しそのための補助を行っているが，あまりの多くの移民者が入国し，アメリカ社会の財政面で

の問題，社会問題が起きているとのことである。就職ができないという条件でもって経済的援助

を受けているにもかかわらず，レストランでの皿洗い，掃除婦，イチゴがり等単純作業のアル

バイト料としてその日のうちに現金で受取って，州政府にわからない方法としていること，また，
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国の家族へ送金としている者もいるとのことである。また，アメリカ政府からの経済的援助を受

けながら生活をしている者もいてアメリカ人の中流階級の人達（税金を最も多く支払っている

人達）から非難の声がでているとのことである。

　移民の雇用促進と福祉依存の低減に重点的に力を入れられており予算のほとんどは州の金銭扶

助等による移民対策，医療サービス，運営費，社会サービス及び特別対象援助に対する補助に充

てられていることを知った。メキシコ，プリエトリコからの多くの不法入国者による社会問題等

もっともっと話を聞きたかったのだが時間がなく聞けなかったことがとても残念だった。

　次に，フードクーポンについて質問をし，アメリカの生活保障の過剰さが怠け者にさせて

いるように思った。フードクーポンはタバコ，酒類以外の物で生活に必要な食料品，日用品が買

える券である。生活保障を受けている低所得者に与えられ，大学卒業者で働く意欲を失った者ま

でフードクーポンで生活をしていることを知り不思議さを感じた。

　ホームレスの問題も起きていることを少し触れられた。大きな国で，複雑な人種構成でも

って成り立っているアメリカだけに，日本では考えられない問題が多く起きていて，表面のよい

ことばかりの話を聞きながらも，いろいろな国民性をバックグランドにかかえてのアメリカ人達

の行動を見，裏には深く広い多くの問題をかかえていることが，この短期間の研修で感じられ，

もう少し長く一ヵ所に滞在をし，いろいろな立場の人，例えば，アルコール中毒者，生活保障を

受けて生活をしている低所得者，中流階級の人，上流階級の人達と接し，また，その人達との生

活体験ができれば，現実のアメリカの福祉を知ることができ，日本との比較もでき，そして日本

の良さを改めて知ることができ，児童福祉事業に携っている私達にとって意味深い研修になれた

と思う。

　最後に，YESとNOをはっきり言うアメリカ人と，YESとNOをはっきりいえない日本人では

お互いを理解しあうまでにかなりの時間が必要である。また，形容詞，副詞を多く付加えて物事

を複雑化して考える日本人と，単純で感情表現をはっきり表現するアメリカ人が理解しあうこと

の難しさ，また，文化，習慣の違うアメリカで行なわれている福祉サービスをどれ程，長い歴史の

中で築き上げている文化，習慣の日本へ持ちかえって参考にできるかを考えたとき，答が私自身

にでてこないのである。今後，再びアメリカでの研修の機会を得ることができれば，問題児童，

親に対する処遇万法を親に具体的な指導テクニック，治療論を専門家により教わりたいと思う。

旭が丘学園　小　原　善　博

アメリカの各地の見学施設から，日本との比較相違をするべく，また現場の児童福祉にどう生かし
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ていけるのかを探るべき機会をとらえ，この研修に望んだわけだが，一先進国と呼ばれる国の児童

福祉の現場をまの当たりにして，多くを考えさせられた。大別した形でそれぞれの感想を述ベア

メリカ研修の所感としたい。

　アメリカの施設職員には，職域，職種の専門性が細部にわたり分化されよく言えば専門職に専念で

き，割り切った仕事内容が冷静に問題を見つめることになるのであるように見られるが，その反

面，チームの連絡，情報交換，意志統一にかなりの時間や労力が必要と思われ，それが具体的に

日本には珍しい児童の処遇評価を点数制にしたり減点制を指導の一環にとらえているのはその表

れと思えるのだ。だが，もちろんアメリカの施設におけるスタッフの数や専門職員の充足度は日本とは

格段の差があることは当然のことである。それが子どもの問題解決に向け入所から退所後のアフタ

ー ケアーまでもプログラムにおいて取り組んでいる事は，我々も学んでいきたい所だ。

　マンパワーの充足もさることながら，物理的（財政的）充実度にも感嘆を覚える。敷地の広さ

はもちろん，居室あるいは棟全体のなかに占める児童の割合が日本の基準とは全く違い例えば一

部屋に二～三人という単位が標準であったり，施設によりその特色を出すべき様々な設備にはう

らやましさと共につくづく価値観の相違を感じさせられた。だが，奇しくも大統領選挙の年に訪

れ，それぞれの施設に必ず話題として政府との対応，予算獲得の苦労や，現状の児童福祉行政へ

の憂慮を述べられたが，アメリカの施設は，政府と毎年契約によって運営され，そのために何をすべ

きかを考え，取り組み，その事に予算がおりてくるのだということは，施設運営だけを見るかぎ

りある意味では日本の施設より必死に取り組まざるをえない状況下にあると思えるのだ。

　アメリカ社会の大きさを実感するのは，物理的な違いもさることながら，ボランテaアの充実性に

ついてアメリカの懐の深さと共に，国民性の違いを見せつけられた。施設によってはアフターケアー

の仕事や心理セラピーなどという専門的領域までへも参加していた。ただ驚きの反面，ボランテ

ィアの責任についての疑問が生じたのは日本的感覚なのだろうか。

　今，アメリカの社会問題の中の児童福祉問題で必ず触れられることに，「家庭の弱体化，生活基盤が

変化することが児童へ大きく影響するのが必須なのだ」と，どtの施設でも訴えていた。では，そ

のことを施設はどう対処しているのだろうか。基本は，子どもをいかに家庭に戻し生活させるか，

いわばそれへの訓練期間として施設をとらえ，子どもも問題解決には親をセットに取り組み，行な

っているなどは，日本の養護施設には見られない（児童の持つ問題の違いはあるが）積極的な家庭

改善をめざす点はくれぐれも今後，我々が意識していくべき所といえよう。

　アメリカの研修を終え，まとめを考えていくと，相違はありながらも，やがて日本もアメリカ型の

社会・児童問題が押し寄せないとは断言出来まい。現実に日本の家族構造の変化や高齢化社会へ移行

しつつある現在の状況が，おのずと将来を暗示しているように思えるのである。今考えられるこ

とはやがて日本の養護施設も，通所・治療・教育という形へも対応できる総合性の必要も考える

時期にきているのではないだろうか。もちろんそれには，多くの不備な点の充実から，整理統合
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された養護施設の専門性というものを探っていき，そのニードに応じた形が検討されていったう

えであるが，このことは，我々は養護施設（児童施設）の将来について十分意識しておきたい

所と思えるのである。

誠心寮　若　山 宏

　アメリカ研修に出発する前の私は，アメリカのことについて「とにかく余裕のある国だ」と言

う，そんなイメージしか持たない人間でしたので，勿論日常の会話の中でアメリカのことを話題

にすることなど全くない，ある意味では社会性のない施設職員だったわけです。勿論，二週間余

りの研修だけでアメリカ総てを知った訳ではなく，福祉の分野のほんの少しを見聞したにすぎな

いわけですが，研修後の私がアメリカのことについて，友達にあった時や，研修会や会合で集ま

った時，話題にできるようになっただけですばらしい機会を与えていただいたと感謝せずにはお

れません。

　さて，岐阜県の中の岐阜市，名古屋市のベットタウン地である穂積町の住宅街の一角にある養

護施設誠心寮に勤務して十年。この十年間はとにかく高校進学百パーセントを目指して中三を中

心にした寮生と勉強を通して取り組んできました。児童福祉とはいかなることかも分からず飛び

込んだ私としては，よくもよくも頑張ってこれたと我ながら感心していました。そして高校進学

百パーセントは地域の存在なしにはあり得ないと地域行事，スポーツ少年団への積極的な参加を

実践させ，また，国際児童年の年から11月23日の勤労感謝の日に行っているrふれあい広場』

へは，当日ボランティア300名，一般参加者6，000名を数え我々の行っていることの正しさを身

を持って味わっていました。

　ところが，アメリカの児童福祉事情を見せていただく機会を得て，情緒障害への取組のすごさ

をみるにつけ日本の養護施設の高学齢児化が進み，問題が多様化しているのに現状に甘んじては

いけない現実を見る思いでした。

　私自身がアメリカの現状の中で特に興味深く感じたことは多くありますが，特に一つ目として

一人一人の特性を生かしたプログラムを立てるために，それぞれの専門家がチームを組んで取り

組む体制には驚きと同時に羨ましくなりました。ただ，日本人的な私の感覚で思考するなら，

科学的な根拠だけでは解決できない部分については，臼本のように子どもと接することが多い

方がより確かな方向を出せるのではないかと合理主義に徹していない日本の児童養護にやや安心

する面もとらえることができました。

　二つ目としては，里親体制に対するとらえかたです。組織やアフターケアーの充実と，何をと

っても日本とは比べものにならない程に充実している。これは，国民性もあると思われる。日本
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は単一民族で『血』と言うものを重んじる長い歴史があり悪い言い方をすれば島国根性と言うも

のが，新しいものに対する拒否反応のようなものをかもしだしていて，里親が育たないのかもし

れない。しかし，里親を欲している子どももいるわけなのだから制度上の見直しと共に施設も里

親開拓や里親にたいするケアーもできることが望まれる。

　まだまだ，色々な観点でとらえればアメリカに学ばなければいけない面もたくさんある。アメ

リカ研修で見聞したことを生かし広い見識で児童福祉の現場で頑張っていきたいと考えています。

シアトルChildren’s　Home　Society付設の10代母子寮の外観
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第二章　アメリカにおけるファミリー・プログラムのあり方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メンバー　高良／大久保／太田／佐藤／花田

　　　　　テーマ1　連邦政府、厚生省・人間開発局の政策について

（U．S．　Department　of　Health　and　Human　Services

Office　of　Human　Development　Services）

　アメリカ合衆国といえば北米大陸の中緯

度にあたる大西洋と太平洋に囲まれた広大

な国に（面積において日本の約25倍，人口

にし約2倍）歴史的に名高いジョージ・ワ

シントン，リンカーン，ケネディ等の諸大

統領が思い出される。実際アメリカを訪問

してみて偉大な大統領は国民の心に生きつ

づけているのを強く感じられた。

　アメリカにおける児童福祉の流れと基本

的なアメリカの歴史や文化の中から生れた

■’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連邦政府，厚生省・人間開発局

児童福祉を知るために，まず最初の訪問先としてワシントンD．C．の連邦政府の人間開発局（日

本の厚生省にあたる）を訪れた。

　どの部署でも同様に温かい歓迎と11分に用意された説明資料でもって人間開発局並びに法務局

の各部所の専門官1こよって，

　！D　児童福祉の流れと基本的な政策（理念）について

　・痴　里親制度について

　．3）　養∫こ縁組について

　．4－）法務省，児童裁判について

の説明が進められた。以下これらの説明をまとめる形で報告する。

1．児童福祉の流れと基本的な政策（理念）について

　アメリカにおける児童福祉の流れには二つの大きな契機がある。

　ひとつは，1974年連邦政府会議において児童の虐待・放置についての法案が通過したことで

ある。これはいかなる虐待や放置でもそれを発見した人は例外なく関係機関に報告しなければ

ならないというものである。

　この法案成立後の初期の政府の政策は対象児童をその家庭から救い出し施設，里親あるいは
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